
１ 運用開始 2011年 (平成23年度)
２ 生ごみ回収量 122トン(令和4年度)
３ 液肥生産量 182,802リットル(令和4年度)
４ 所在地 〒891-9214 大島郡知名町知名１９４５

目 的
事業所から排出される生ごみを回収し、液肥化処理することに

よって有機肥料を生産し農地に還元することにより循環型社会の
構築及び水分量の多いゴミの減量化に取り組むことで焼却施設の
延命化を図る。

特 徴
町内の公共施設や事業所の約40箇所から生ごみ残渣等を無料回収
し、それを有機発酵液肥化装置へ投入し変換された液体肥料を還元
（販売）しています。

液 肥 販 売 金 額
1ℓあたり4円（税込） ※配達散布料込

※生産量に限りがあり、8月～10月のじゃがいも植え付け時期等は
混雑が予想されます。

装置外観

処理機器

おきのえらぶ食品リサイクルセンター 施設概要
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〇知名町役場 農林課 電話：0997-84-3164（直通）

問合せ先（液肥販売について）
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①散布風景
(シマ桑）

②散布風景
（シマ桑）

③散布前 ④散布後



液肥販売フロー図
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注文者が農林課へ問合せ

農林課が委託事業所へ連絡

注文者と委託業者の配布量・日程等調整
※配布量目安については別紙参照

直接引取の場合 散布希望の場合

施設にて引取（容器持参） 委託業者が散布

お支払い
農林課から納付書発行

注文者

農林課



処理①

回収②

問合せ先（回収事業所申請等について）

4

〇回収事業所の申請等について
→知名町役場 保健福祉課 電話：0997-84-3153（直通）

回収物回収①

処理②

24時間～
液肥化

液肥化



事業所新規回収フロー
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回収希望事業所が保健福祉課へ
問合せ

保健福祉課が委託事業者へ連絡

委託事業者が回収事業所へ連絡

回収量・回収希望日等について確認・調整
※回収できる品目については別紙投入可能品目を要確認

※年末年始・台風等により回収不可日においては、保健福祉課
より連絡いたします。

事業所

保健福祉課

上記手順を踏まえ回収開始

※一般家庭ゴミのステーション等回収につい
ては、委託事業所の業務負担（費用）に対し
て回収量の費用対効果が低いため現在は実施

しておりません。


